
 

 

 

 

 

福島復興大型石炭ガス化複合発電設備実証計画 

（勿来） 

環境影響評価準備書についての 

意見の概要と事業者の見解 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 1 月 

 

 

東京電力株式会社 

常磐共同火力株式会社 



 

目  次 

 

 

第１章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

１．環境影響評価準備書の公告及び縦覧 ············································· 1 

（1）公 告 の 日 ·································································· 1

（2）公告の方法 ·································································· 1 

（3）縦 覧 場 所 ·································································· 1 

（4）縦 覧 期 間 ·································································· 2 

（5）縦 覧 者 数 ·································································· 2 

 

２．環境影響評価準備書についての説明会の開催 ····································· 2 

 

３．環境影響評価準備書についての意見の把握 ······································· 2 

（1）意見書の提出期間 ···························································· 2 

（2）意見書の提出方法 ···························································· 3 

（3）意見書の提出状況 ···························································· 3 

 

第２章 環境影響評価準備書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と

これに対する事業者の見解 ·················································· 11 

 

 



 - 1 - 

第１章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

１．環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、東京電力株式会社ならびに常磐共同火力株

式会社は、環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境影響評価準備書（以下、「準備

書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書及び要約書を公告の日から起

算して 1月間の縦覧に供するとともに、インターネットを利用して公表した。 

 

（1）公告の日 

平成 27年 11月 26 日（木） 

 

（2）公告の方法 

① 日刊新聞紙による公告 

平成 27年 11月 26日（木）付けで、次の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。（別紙 1参照） 

・福島民報（朝刊 23面） 

・福島民友（朝刊 27面） 

② 上記の公告に加え、以下の「お知らせ」を実施した。 

・自治体及び事業者ホームページへの掲載    （別紙 2-1～2-3参照） 

a．いわき市ホームページに平成 27年 11月 26日（木）から掲載 

b．東京電力株式会社ホームページに平成 27年 11月 26日（木）から掲載 

c．常磐共同火力株式会社ホームページに平成 27年 11月 26日（木）から掲載 

 

（3）縦覧方法 

   次のとおり関係地域の自治体庁舎 3箇所にて縦覧を実施するとともに、インターネットを

利用して東京電力株式会社ホームページにおいて公表した。 

  ① 縦覧場所 

    ・福島県庁 生活環境部環境共生課（福島市杉妻町 2-16 西庁舎 8階） 

    ・いわき市役所本庁舎 1階市民ロビー（いわき市平字梅本 21） 

    ・いわき市勿来支所庁舎 1階エントランス（いわき市錦町大島 1） 

  ② インターネットの利用による公表 

    ・東京電力株式会社ホームページ上における下記のウェブサイトで準備書及び要約書を  

公表した。 

http://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/reconstruction/igcc2-2-j.html 

          （別紙 3参照） 
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（4）縦覧期間等 

縦覧期間は、平成 27年 11月 26日（木）から平成 27年 12月 25日（金）までとした（土

曜日・日曜日・祝日を除く）。縦覧時間は、各縦覧場所とも 8時 30分から 17時 15分までと

した。 

なお、インターネットの利用による公表については、平成 27年 11月 26日（木）から平成

28年 1月 15日（金）までとした。 

 

（5）縦覧者数等 

① 縦覧者（名簿記載者数）    9名 

 （内訳）・福島県庁 生活環境部環境共生課  0名 

     ・いわき市本庁舎             5名 

     ・いわき市勿来支所庁舎          4名 

② 準備書及び要約書を公表したウェブサイトへのアクセス数：564 回 

 

 

２．環境影響評価準備書についての説明会の開催 

  「環境影響評価法」第 17条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会を開

催した。 

   説明会の開催の公告は、準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（1）開催日時 

平成 27年 12月 10 日（木） 19時 00分から 20時 25分まで 

 

（2）開催場所 

勿来市民会館 大会議室（いわき市錦町上川田 21） 

 

（3）来場者数 

21名 
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３．環境影響評価準備書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 18条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の意

見書の提出を受け付けた。 

 

（1）意見書の提出期間 

平成 27年 11月 26 日（木）から平成 28年 1月 15日（金）（縦覧期間及び年末年始を考慮

してその後 3週間）。 

なお、郵送受付は平成 28年 1月 15日（金）必着とした。 

 

（2）意見書の提出方法 

   縦覧場所に備え付けの意見用紙（別紙 4参照）などにより、次の方法で意見を受け付けた。 

① 縦覧場所に備え付けた意見書受付箱への投函（縦覧期間） 

  ② 東京電力株式会社への書面の郵送（縦覧期間及びその後 3週間） 

 

（3）意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 4通（意見の総数：49件）であった。 
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別紙 1 

日刊新聞紙に掲載した公告内容 

（福島民報，福島民友） 

 

○ 平成 27年 11月 26 日（木）掲載 
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別紙 2-1 

いわき市ホームページに掲載したお知らせ内容 
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別紙 2-2 

東京電力株式会社ホームページに掲載したお知らせ内容 

 



 - 7 - 

別紙 2-3 

常磐共同火力株式会社ホームページに掲載したお知らせ内容 
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別紙 3 

東京電力株式会社ホームページに掲載した準備書の内容 
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別紙 4 
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第２章 環境影響評価準備書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と 

これに対する事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第 18条第 1項の規定に基づいて、事業者に対して意見書の提出により述べ

られた環境の保全の見地からの意見は 42件であった。また、その他の意見が 7件あった。 

「環境影響評価法」第 19条及び「電気事業法」第 46条の 12の規定に基づく、準備書について

の意見の概要並びにこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 
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環境影響評価準備書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

 

１．事業計画 

No. 意 見 の 概 要 事業者の見解 

1 環境影響評価の基本は、地域環境、地球環境

をめぐる住民との対話です。が、環境影響評価

準備書には、専門的な難解な語句も多く、住民

が読み込もうとしても難しい側面があります。

これを補うために、専門用語集をつける、縦覧

場所に係員を置くなど考えられますが、なぜ、

このような手段がとられてないのでしょうか。

これまで、何度も、環境影響評価を実施してき

たことだと思います。その手続きの中で、意見

がなく、戸惑ったことはないのでしょうか。環

境影響を受けるのは、地域住民です。専門家集

団とのやりとりでなく、住民との実質的なやり

とりをするため手続きを実のあるものにする手

段を講ずべきです。 

環境影響評価準備書は、一般の方々から環境

保全の見地からの意見を求める一方で、国や自

治体の審査を受けるため、物質名、学名などは

正確性を期すことなどから専門用語で記載して

います。 

住民の方など、一般の方々に対しましては、

準備書の内容を簡便にまとめた準備書のあらま

しを作成し、準備書と同様に縦覧・公表しまし

た。さらに、準備書の縦覧期間中に開催した説

明会では、説明内容を表現の工夫や写真等によ

り分かりやすくするとともに、不明な点はその

中でご質問をお受けいたしました。また、環境

影響評価準備書のあらましや縦覧箇所、インタ

ーネットの公表において、準備書に関するお問

い合わせ先を記載しました。 

2 以下、縦覧場所に係員がいなかったためでき

なかった質問です。 

（ア）ポーラスフィルタとは、何なのでしょう

か。どこに設置されているのでしょうか。 

（イ）空気分離設備で分離した窒素をガス化炉

の中に入れていますが、微粉炭を運ぶた

めのものでしょうか 

（ウ）チャーとは、何なのでしょうか 

（エ）低品位炭とは、灰融点が低いという意味

だけで使っているのでしょうか。 

（ア）ポーラスフィルタは除じん装置の一つで、

ガス化炉で生成された生成ガス中のチャ

ー（固定炭素、灰分）を回収する設備で

あり、ガス化炉とガス精製設備の間に設

置されています。 

（イ）粉砕された微粉炭やポーラスフィルタで

回収されたチャー等をガス化炉に搬送す

るために使用しています。 

（ウ）ガス化炉中において石炭から揮発分や水

分を除いて得られる未反応固形物で、主

に固定炭素と灰分からなるものです。 

（エ）一般的に低品位炭とは発熱量が低い（水

分が多いまたは灰分が多い）石炭をいい

ますが、IGCC は、従来型石炭火力での使

用が困難な灰融点が低い石炭が使えるこ

とから、主にその意味で使っています。 

3 対象事業の目的として「供給力として見込ま

ないが、設備の劣化が進行している火力発電設

備の割合が高まっている中、当該設備を新設す

ることにより、本技術が開発された暁には、安

定供給の一翼を担うことを期待している」と記

されています。空気吹 IGCC の技術の完成は、

2030年とされていますが、現在の石炭火力建設

ラッシュを考慮すると、国内での導入の余地は

ないのではありませんか。「期待している」とい

う曖昧な表現であることが、このことを如実に

表しています。本当の目的は何なのでしょうか。 

このプロジェクトを実現させていくことで、

浜通りの産業や雇用を崩壊させてしまった東京

電力として、ご帰還を検討される地域での経済

復興や雇用回復・創出に多少なりともお役にた

ちたい、福島県が、我が国が誇る最先端石炭火

力発電技術の拠点となっていくことを世界にア

ピールしていきたいと考えています。 

新たな石炭火力の建設に伴う二酸化炭素排

出量増加という観点については、電力業界とし

て策定した「電気事業における低炭素社会実行

計画」に基づき、目標達成に取り組んで参りま

す。 

なお、この実行計画は、平成 27年 7月 16日

の長期エネルギー需給見通しに基づく目標であ

る 2030年度に排出係数 0.37kg-CO2/kWh程度（使

用端）を目指しています。 
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No. 意 見 の 概 要 事業者の見解 

4 クリーンコールパワー社で行っていた空気吹

IGCC実証試験は、連続運転 2000 時間が成功し、

環境目標値も達成された 2009年頃から、商用機

の計画が出始めました。すでに、2004 年に中国

電力は、三隅 2号機として、IGCCの商用機を採

用することを表明していたのですが、2010 年に

計画繰り延べ、撤回を表明します。オーストラ

リアでも計画がありましたが、建設コストが微

粉炭火力に比べて高いため、計画見送りになっ

ています。技術開発の遅れを認めざるを得ない

と考えますが、いかがでしょうか。一方で、商

用機の立ち上げには、トラブルを起こす可能性

があるので、コストが増大するので公的資金の

援助をと、企業から要請があったことも事実で

す。なぜ福島に「福島復興」と名付けた IGCC

が 2 機も建設されるのでしょうか。公的資金の

援助は本当にないのでしょうか。 

株式会社クリーンコールパワー研究所で行

っていた 25万 kW 空気吹き IGCC 実証試験は、成

功裏に完了し、2013 年 4 月から常磐共同火力が

IGCC 設備を引き継ぎ、勿来発電所 10 号機とし

て商用運転を行っています。 

同機では、2013 年 6 月から 12 月にかけて

3,917 時間の連続運転を達成し、IGCC の世界最

長の連続運転時間を大幅に更新するなど、信頼

性が高いことを確認しており、電力の安定供給

の一翼を担っています。 

本事業は、この技術を高度化した大型の空気

吹き IGCC の実証を行うものです。 

現状、本事業において、公的資金による援助

を受ける予定はありません。 

5 最先端技術の火力発電であり、福島の復興に

貢献するのだから建設着工の前倒しが重要との

姿勢がありありである。原発に懲りた福島の復

興は、持続可能な経済モデルを目指すはずでは

なかったのか。勿来の 25万 Kwの IGCCの実証炉

に世界から確たる信頼が得られていないと聞

く。そこで、50万 Kw の大型の IGCC建設を急ぎ、

実証を確実にして世界にインフラ輸出したいと

いう業界の経済論理が見える。そのために福島

を踏み台にしてほしくない。 

浜通りの産業や雇用を崩壊させてしまった

東京電力として、このプロジェクトを実現させ

ていくことで、ご帰還を検討される地域での経

済復興や雇用回復・創出に多少なりともお役に

たちたい、福島県が、我が国が誇る最先端石炭

火力発電技術の拠点となっていくことを世界に

アピールしていきたいと考えています。 

株式会社クリーンコールパワー研究所で行

っていた 25万 kW 空気吹き IGCC 実証試験は、成

功裏に完了し、2013 年 4 月から常磐共同火力が

IGCC 設備を引き継ぎ、勿来発電所 10 号機とし

て商用運転を行っています。 

同機は、2013年 6月から 12月にかけて 3,917

時間の連続運転を達成し、IGCC の世界最長の連

続運転時間を大幅に更新するなど、信頼性が高

いことを確認しており、電力の安定供給の一翼

を担っています。 

6 環境影響評価準備書には、実施主体が東京電

力株式会社、常磐共同火力株式会社と記されて

いますが、昨年 8 月、東京電力株式会社、三菱

重工業株式会社、三菱商事株式会社、三菱電機

株式会社、常磐共同火力株式会社が、「福島復興

電源コンソーシアム」として、かかわることを

表明しています。環境影響評価のときの実施主

体と建設の実施主体が異なるのですが、環境影

響評価に係わることに関して問題が生じた場合

には、誰が責任をとるのでしょうか。 

環境影響評価に関係した問題が生じた場合

には、本事業の事業者である東京電力株式会社

及び常磐共同火力株式会社が対応します。なお、

事業主体が変わる場合には、「環境影響評価法」

に基づき、対象事業の引き継ぎの手続きを行い、

引き継ぎ後の事業者が対応することになりま

す。 

7 排ガス量や排出濃度などの諸元は、燃料性状

から計算される最大値を示すことになっていま

すが、平均値も示すべきではないのでしょうか。

地元自治体に提出されてきた排出状況等報告書

と比べるとあまりにも違いすぎます。 

環境影響の予測・評価は、基本的には、予測

し得る環境影響が最大の条件で予測、評価を実

施することから、本準備書では排ガス量や排出

濃度などの諸元は最大値を示しています。 

なお、地元自治体に提出する排出状況等報告

書については、実績に基づき適正に報告します。 

8 石炭種変更に伴う灰分の量の変化で、廃棄物

量の予測、また、微量成分（重金属濃度）の変

化で、有害大気汚染物質の排出量の予測が代わ

ります。少なくとも、使用予定の石炭数種につ

いて、燃料性状（工業分析値、元素分析値等）

を明らかにすべきです。 

代表的な発電用燃料の成分については、本準

備書 P34及び P538に記載しており、これらの値

を用いて、産業廃棄物及び重金属等の微量物質

の予測を行っています。 
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No. 意 見 の 概 要 事業者の見解 

9 年末、常磐共同火力のデータ改ざんが報道さ

れましたが、この準備書の中で訂正する事項は

ないのでしょうか。例えば、既設火力に関する

ばい煙に関する諸元に変更はないのでしょう

か。訂正があるのなら、少なくとも縦覧を再度

やり直すべきです。 

平成 27年 12月に常磐共同火力が公表した排

出ガス量データの虚偽報告は、排出ガス量につ

いて、実測値と異なる数値を自主測定結果報告

書に記載し、いわき市へ報告していたものです。

この件に関連する本準備書の内容としては、P35

に参考として記載した既設発電設備のばい煙に

関する事項が該当します。これらの数値は行政

へ届け出ている値を記載したものであり、これ

に関連した本準備書の訂正事項はありません。 

10 実証計画と名付けられています。何を実証す

るのでしょうか。目標、スケジュールを示して

ください。 

IGCC は 25 万 kW 級の実証が完了しています

が、石炭のさらなる高度利用として、高出力・

高効率化に向けた技術開発を進め、今回は 50

万 kW 級の実証を目指すもので、一定期間の実運

用を通じて、以下の項目を評価する計画です。 

① 目標の高出力・高効率に達していること 

② 多炭種で運転可能であること 

③ 大型 IGCC が既存の石炭火力と同等以上

の運用柔軟性を有すること 

④ 商用運用と同等の運用を通じ、システム

全体の運用性、耐久性および信頼性があ

ること 

スケジュールは、プラントの詳細設計を進め

ていく中で具体的な計画を策定していきます

が、耐久性や信頼性の評価については、各部の

詳細点検結果が重要なデータとなるため、実証

期間中に数回の定期点検を経る必要があると考

えています。 

 

２．大気環境  

No. 意 見 の 概 要 事業者の見解 

11 本計画は、石炭燃料の輸送について直接接岸

できず、小名浜港からトラックでピストン輸送

することとされている。現在稼働している 7～

10号機で使用されている石炭の量が約 400万ト

ンとのことだが、単純に計算しても 1 日あたり

平均で 1 万トン以上の石炭を港から運び込むこ

とになる。本準備書によれば石炭の年間使用量

約 180 万トンが加われば輸送も現状の 1.5 倍の

量になる。また、第 2 章対象事業の目的及び内

容において、既設発電設備の「補修用資材など

の搬出入」で片道 2140台／日、そこに新設 690

台が加わるとされている。しかし、これらの環

境影響の予測・評価が不十分で、その対策とし

て「工事関係車両の低減」や「急発進・急加速

の禁止及びアイドリングストップ」などが上げ

られているが、1 日あたりの車両が 690 台増加

することに伴う CO2 排出量や環境汚染について

の抜本的な対策が講じられているとはいえな

い。 

 

 

 

 

 

資材等の運搬車両による環境影響評価項目

として、本準備書 P292 に記載のとおり、窒素酸

化物、騒音、振動及び粉じんを選定しました。

新設 IGCC 設備関係車両台数の低減等の環境保

全措置をふまえ、これらについて予測を行った

結果、資材等の運搬車両による環境影響は、実

行可能な範囲内で低減されており、環境保全の

基準等の確保に支障を及ぼすものではないと評

価しました。 

なお、資材等の運搬車両による CO2の排出の

影響は軽微であると想定されることから、環境

影響評価の項目として選定しておらず、予測・

評価は行っていません。 
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No. 意 見 の 概 要 事業者の見解 

12 大気への排出割合は、勿来 10号機の 2014年、

2015年のデータが引用されています。この大気

排出割合は、煙道中の測定値だけで求められた

ものでしょうか。排出割合は、石炭中の濃度、

石炭灰中の濃度、汚泥中の濃度などから、逆算

して、確認する、いわゆる、マスバランスから、

明らかにすべきです。データを示して下さい。 

重金属等の微量物質の大気への排出割合に

ついては、排ガス中の重金属等の微量物質の測

定だけで求めることはできないことから、石炭

についても同様に測定を行って算出していま

す。また、スラグ、排水処理汚泥等についても

重金属等の微量物質の測定を行うことで、マス

バランスを確認しています。 

13 石炭中の重金属の濃度は、使用する代表的な

石炭の平均濃度を用いています。石炭性状は炭

種により大幅に異なります。また、濃度予測は、

最終的に年平均値ですから、本来は、炭種毎の

使用期間をたし合わせる加重平均を用いるべき

です。少なくとも、最大値、最小値と幅をもっ

て示し、影響予測をすべきではないでしょうか。 

現時点では石炭の利用計画が未定であるこ

とから、重金属等の微量物質の予測・評価を、

「環境中の有害大気汚染物質による健康リスク

の低減を図るための指針となる数値（指針値）」

（環境省）の指針値と同じ年平均値で行うため

には、代表的な石炭数種における濃度の平均値

を用いて予測・評価することが妥当だと考えま

す。 

14 発がん性に関するリスクから定められた有害

大気汚染物質に関する大気中濃度についての指

針値とは別に、水銀については、水銀に関する

水俣条約で、総排出量の規制がなされようとし

ています。水銀条約の趣旨は、地球中に拡散し、

大型魚類に生体濃縮されてしまった現在、これ

以上環境中に排出しないように規制しようとす

るもので、有害大気汚染物質の環境基準と趣旨

が違います。すでに、アメリカでは、新設発電

所の排出基準が 1.36μg/kWh と決められていま

す。準備書での水銀の排出濃度 1.6μg/m3N、排

出ガス量（乾き）2420000m3N/h、出力 54 万 kW

から計算すると、8.07μg/kWh となります。ア

メリカ、カナダの新設発電所の基準をはるかに

超えています。このことについて、見解を述べ

て下さい。 

本事業は、日本国内における事業であること

から、日本国内の水銀及びその化合物に関する

基準等をもとに、環境影響の評価を行っていま

す。 

なお、排ガス中濃度は、本準備書 P550 に記

載のとおり、「福島県生活環境の保全等に関する

条例」における石炭ボイラの基準を準用し、基

準値 0.1mg/m3に対して 0.0018mg/m3であり、基

準に適合していることを確認しています。 

また、環境中濃度については、本準備書 P552

に記載のとおり、「環境中の有害大気汚染物質に

よる健康リスクの低減を図るための指針となる

数値（指針値）」（環境省）の 40ng/m3 に対して

5.4182ng/m3であり、指針値に適合していること

を確認しています。 

 

 

 

 

15 カナダでは、水銀排出について、総排出量規

制(CAP)を設けることで、老朽化火力の水銀排出

量削減を求める政策が実行されています。原単

位規制でなく、今後の対策は総排出量規制でな

ければならないと考えますが、見解を示してく

ださい。 

今後の水銀対策は、国の政策に関わるもので

あり、民間の一事業者として申し述べる立場に

ありませんが、今後、水銀の排出に関する規制

が強化される場合には、必要に応じて対策を講

じます。 

なお、中央環境審議会大気・騒音振動部会水

銀大気排出小委員会において、「世界における我

が国の水銀大気排出割合は 1%程度に止まって

いることや、我が国では従来から水銀の大気排

出抑制にも一定程度資する大気汚染物質の排出

抑制措置が講じられてきたことを踏まえ、現時

点では、定量的な目標は定めず、先進国たる締

約国の責任として、排出量をできる限り抑制し

ていくとの観点から、インベントリーを活用し

た排出量の定量的な把握及び評価を定期的に行

っていく」（平成 27年 1月 19日答申）とされて

います。 
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No. 意 見 の 概 要 事業者の見解 

16 環境 GISには、全国の測定局の有害大気汚染物

質についての過去の年平均値、月別値が示して

あります。一例をあげると、ヒ素及びヒ素化合

物（単位 ng/m3 指針値は年平均値が 6ng-As/m3

以下）は以下の表のようになっています。発生

源局以外でも、指針値を超えている地点が多く

あります。岡山県では、玉野地域で「ヒ素及び

その化合物」の濃度が全国的にみて高い現象が

見られたため、各事業所から排出されるヒ素に

関連する主な金属元素の構成比と大気中濃度の

相関係数を求める、風向きから考えることで、

原因を特定しています。「有害大気汚染物質に関

する調査一大気環境中ヒ素の高濃度事象調査事

例（第 2報）－岡山県環境保健センター年報 31、 

19- 25、2007」参照。発電所立地以前に、まず、

現状を改善するための調査をすべきです。 

 

 

有害大気汚染物質に関して、現状を改善する

ための調査は、民間の一事業者としては実施す

る立場にありません。 

なお、ご指摘のヒ素及びその化合物について

は、本準備書 P552 に記載のとおり、環境濃度に

対する IGCC 設備の寄与濃度は 0.0002ng-As/m3

と予測されており、「環境中の有害大気汚染物質

による健康リスクの低減を図るための指針とな

る数値（指針値）」（環境省）の 6ng-As/m3 と比

較して十分に低く、本事業による周辺環境への

影響は少ないと考えます。 

17 月別データは、もっと深刻な値になっていま

す。2013 年のデータですが、揚土局でも、

6ng-As/m3 を超える月は複数あります。環境影響

評価では、一般局を、揚士局に限っていますが、

他の測定局のデータをなぜ、用いなかったので

しょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重金属等の微量物質については、文献調査対

象とする測定局の条件として、以下のとおりと

した結果、揚土局のデータを用いることとしま

した。 

・対象事業実施区域の半径 20km 圏内にあるこ 

 と 

・発生源周辺ではなく、一般環境にあること 

・比較的長期にわたってデータが取得できるこ

と 
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No. 意 見 の 概 要 事業者の見解 

18 環境影響評価準備書では、低周波音（G特性）

は近傍住居で、現状 70～68 デシベル、将来 84

デシベルとなっています。100デシベル以下であ

れば、被害が出ないと評価されていますが、こ

れまで低周波音被害者の例（和歌山市では 60 デ

シベル以下でも低周波音による被害が発生）を

考えると発電所近くにも被害者がいる可能性が

あります。環境調査で発電所近くの民家に聞き

取り調査をされたのでしょうか。まず、実態把

握をすべきです。 

平成 26 年度における常磐共同火力勿来発電

所に対する直接の低周波音の苦情の申し入れは

ありませんでした。また、平成 26 年 8 月に、勿

来発電所近傍の地元住民の方を対象として、本

事業の概要に関する説明会を開催しましたが、

その際にも、低周波音に関するご意見はいただ

いておりません。 

施設の稼働（機械等の稼働）による低周波音

の予測手法は、科学的知見に基づく音の伝搬理

論式を用いており、予測の不確実性の程度は小

さいものであることから、事後調査には該当し

ないものと考えています。 

19 地方自治体への事務連絡「低周波音問題対応

の手引き書（環境省水・大気環境局 2008 年）」

には「参照値は、低周波音についての対策目標

値、環境アセスメントの環境保全目標値、作業

環境のガイドラインなどとして策定したもので

ない」「低周波音を許容できないレベルである可

能性が 10%であるが残されているので、個人差

があることも考慮し判断することが極めて重要

である」と参照値の解釈がなされています。こ

のため、「和歌山共同発電所 l号機リプレースに

係る環境影響評価方法書」に対する県知事意見

（2010年）では「施設の稼働に伴う低周波音に

よる環境影響の回避・低減に係わる評価にあた

っては、発生音の周波数特性に基づく発生源対

策を実施すること。また、低周波音は、屋内で

定在波が生じる可能性があるなど予測に関して

不確実性が大きく、健康影響との関係も十分な

知見が得られてないことから、共用開始後にお

いて周辺環境の状況把握のための調査を実施す

ること」と記されています。 

つまり、予測の不確実性が大きく、個人差があ

るので実態調査が必要であるとの見解です。事

後調査は、低周波音の測定だけでなく、健康被

害調査もすべきです。 

 

３．水環境 

No. 意 見 の 概 要 事 業 者 の 見 解 

20 一般排水（40頁）について、ふっ素以外の重

金属を除いた理由を教えて下さい。 

本準備書 P40 に記載した「第 2.2-17 表 一般

排水に関する事項」は、一般排水に関する主要

な事項を記載したものです。本事業の燃料は石

炭であることから、石炭火力の一般排水として

主要な事項を記載しました。 

なお、本事業の排水基準は、本準備書 P188～

190に記載した「第 3.2-34表(1)～(3) 排水基

準」の適用を受けることになります。 
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No. 意 見 の 概 要 事 業 者 の 見 解 

21 CO2他による温暖化により、海水の温暖化も

進んでいる。気候変動は海水温の上昇も影響す

る。温排水の放水は、CO2を排出したことと同様

に直接海水の温度を上昇させる。温排水量をCO2
排出量に換算することは可能か。 

事業による温排水の排出により、放水口周辺

海域の水温の上昇や放水口のごく近傍における

わずかな気温の上昇は考えられますが、本準備

書 P739～746 に示したように温排水の拡散範囲

は放水口の周辺海域の表層に限定されます。こ

れに対し、温室効果ガス（CO2他）による影響は

地球規模での現象となります。そのため、地球

温暖化と局所的温度上昇とは、それぞれの温度

変化をもたらす仕組みが全く異なるうえ、地球

温暖化の実態やその将来予測に不確実な点が多

く、両者の関係を定量的に評価することは難し

いとされています。 

22  温排水の拡散予測結果は供用開始時の海水温

の上昇分も考慮して計算されているのか。 

温排水の拡散予測は、平成 26年度に周辺海域

で測定した水温に基づき行っています。なお、

福島県水産試験場測定点における平成 22 年～

26 年の水温測定結果からは、水温の上昇傾向は

見られません。 

 

４．景観 

No. 意 見 の 概 要 事 業 者 の 見 解 

23 景観の色彩については、いわき市の景観条例

の趣旨等に配慮と記載がある。市の基準は記載

されていないが、予測評価は、条例については

別途実施されるのか。 

「いわき市の景観を守り育て創造する条例」

(平成 12 年、いわき市条例第 70 号)の大規模行

為景観形成基準に基づき、形態・意匠、色彩等

について確認を行い、いわき市に届出を行いま

す。 

 

５．廃棄物 

No. 意 見 の 概 要 事 業 者 の 見 解 

24 「有効利用が困難であるものは、産業廃棄物

処理業者に委託し、適正に処分する」と書かれ

ています。が、特に、石炭には、約10%～20%の

灰分がありますから、有効利用できなければ、

石炭灰処分場を増設し続けないと稼働できない

という矛盾を抱えています。石炭灰処分に伴い、

新たな海面の埋立、谷の埋立など、その地域の

自然環境を根こそぎ変えてしまいます。少なく

とも、40年稼働するわけですから、40年間の処

理をまず考えて、計画を立てるべきではないで

しょうか。廃棄物処分場が満杯になったら、次

を考えるという場当たり的な計画は止めるべき

です。ライフサイクルアセスメントの考え方を

基本に据えるべきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石炭ガス化複合発電の場合、通常の石炭火力

とは違い、石炭灰は発生せず、灰分はガラス状

のスラグとして排出されるため、容積が約半分

となります。 

さらに、発生したスラグは、本準備書 P1085

に記載のとおり約 99%をセメント原料等として

有効利用する計画です。 

また、石炭ガス化溶融スラグ利用のスラグ入

り再生路盤材が、福島県「うつくしま、エコ・

リサイクル製品」に認定されており、路盤材と

しての有効利用も行う計画です。 
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No. 意 見 の 概 要 事 業 者 の 見 解 

25 中部電力碧南火力発電所で、2009年から 2010

年にかけて汚泥に基準の 2 倍から 6 倍の水銀が

5 号機と 2 号機から排出され、その汚泥周形物

が大量に埋められたことが問題になりました。

実証計画では、使用する石炭が変われば、石炭

ガス化炉、ガス精製装置、排水処理装置の動作

条件が変わり、汚泥中の微量物質の含有量も変

わることが考えられます。溶出試験は、石炭種

をかえる毎に調査するのでしょうか。水銀条約

の趣旨からも重要です。 

汚泥の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」に基づき適正に実施します。 

また、性状確認についても、関係法令に基づ

き適正に行います。 

26 廃棄物にがれき類、発生量 70t/年と記載され

ています。アスファルトなどと書かれています

が、酸素吹 IGCCの環境影響評価では、廃耐火レ

ンガと明記してありました。具体的には何なの

でしょうか。アスファルトであれば、全量処分

する必要はないのではありませんか。高炉では、

耐火レンガを交換するのは、定期点検毎で滅多

にないとのことですが、量が多いのは、なぜで

しょうか。 

がれき類の種類としては、廃耐火レンガが主

なもので、排出は数年に一度ですが、年度にお

ける想定最大値を記載しました。 

なお、発生する産業廃棄物の種類については、

評価書において表記を見直します。 

27 廃棄物は、現在、セメントの混和材として利

用されています。水銀のフローチャートを読む

と、石炭火力よりセメント業が水銀の総排出量

が多くなっています。発電所からの廃棄物が、

他の業種で新たな環境汚染を引き起こしている

可能性はないのでしょうか。 

廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」に基づき適正に実施します。 

28 スラグの有効利用は、勿来 10 号機で実証さ

れているそうですが、何に利用されているので

しょうか。また、溶出試験で本当に有害な物質

は出てこないのでしょうか。 

スラグは、セメント原料や路盤材原料等に利

用しています。 

また、石炭ガス化溶融スラグ利用のスラグ入

り再生路盤材が、福島県「うつくしま、エコ・

リサイクル製品」に認定されています。 

なお、スラグはガラス質となっているため、

含まれている微量成分の溶出はほとんどなく、

溶出試験によって基準値に対して十分低い値で

あることを確認しています。 

 

６．温室効果ガス等 

No. 意 見 の 概 要 事 業 者 の 見 解 

29 施設の効率向上は、とても大切だが、さらに

全体の熱効率向上も目指し、加えて植栽による

CO2吸収にもご努力をお願いしたい。 

発電効率については、設備の適切な維持管理

及び運転管理を行うことにより、効率の維持を

図ります。また、緑地については、緑地を確保

し緑化後の育成管理計画の策定や施肥、かん水、

除草等の適切な育成管理を行います。 
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No. 意 見 の 概 要 事 業 者 の 見 解 

30 施設の稼働による温室効果ガス等（二酸化炭

素）への環境影響を低減するために環境保全措

置を講じるとあるが、今年 12 月 12 日、気候変

動枠組条約締約国会合第 21 回締約国会合

（COP21）において採択された「パリ協定」の合

意内容をふまえれば、化石燃料の利用を抑える

ことが不可欠であり、石炭を燃料とする本事業

は脱炭素社会に向かうべき将来にとって著しく

環境を破壊するものであり、施設の稼働そのも

のが低炭素社会に向けて著しく環境を破壊する

ものである。本準備書で述べられている「環境

保全措置」は、業界の「自主的枠組み」や「電

気事業における低酸素社会実行計画」に参加し

た取り組みを推進するものとあるが、これらの

枠組みや計画自体がパリ協定以前に作成された

ものであり、1.5℃／2℃未満の長期目標と整合

がとれるものになっていない。 

気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）

に先だって、日本が示した約束草案における「温

室効果ガス排出量を 2030 年度に 2013 年度比

26.0%削減」という目標は、平成 27 年 7 月 16

日の長期エネルギー需給見通し（エネルギーミ

ックス）に基づくもので、エネルギーミックス

では、再生可能エネルギー：22～24％、原子力：

22～20％、石炭：26％、LNG：27％、石油：3％

とされています。 

電力業界としては、平成 27 年 7 月 17 日に公

表した電気事業連合会、新電力等の電気事業者

で構成された「低炭素社会の実現に向けた新た

な自主的枠組み」による「電気事業における低

炭素社会実行計画」において、このエネルギー

ミックスに基づき、 2030 年度に排出係数

0.37kg-CO2/kWh 程度（使用端）という目標を掲

げ、これを目指して参ります。東京電力として

は、自主的枠組みに参加し、目標達成に取り組

んで参ります。 

31 COP21 で脱石炭の方向が確認されたことを考

えれば、最先端技術であったとしても石炭火カ

発電所の新増設は真逆ではないか。IGCCの建設

が許されるのはリプレースのみと思われる。こ

のまま新増設がされていくなら国家として C02

削減目標に対する不作為が問われ、企業の倫理

も問われる。 

32 電気事業者のあいまいな枠組みの中で、電力

からの二酸化炭素排出量の自主目標が実行され

ようとしています。「電気事業における低炭素社

会実行計画」では、「最大削減ポテンシャルとし

て約 1100 万 t-C02の排出削減を見込む」となっ

ています。確かに熱効率は従来型（電中研論文

データ 排出原単位 0.825kg/kWh 発電端 

HHV）より、よくなりますから、二酸化炭素排出

量は削減します。この計画では、削減量は、70

万 t-co2/年です（排出原単位 0.652kg/kWh、

発電電力量 40.2 億 kWh より計算）。しかし、

実証発電の稼働によって、年間 332万 t-co2/年

の増加となります。つまり、老朽化火力を廃止

しなければ、必ず、東電管内の二酸化炭素排出

量は増加します。どこの発電所をいつまでに廃

止する予定なのですか、明らかにしてください。 
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No. 意 見 の 概 要 事 業 者 の 見 解 

33 気候変動対策の観点から見れば、今後建設さ

れる発電所は、少なくとも LNG 火力は達成して

いる約 350g-CO2/kWh の水準を満たすべきであ

る。しかし、本計画では、発電効率の高い IGCC

を採用することによって二酸化炭素の排出原単

位を低減するとしながら、「電気事業における低

炭素社会実行計画（実行計画）」で示された「2030

年度に排出係数 0.37kg-CO2/kWh」とする目標を

大幅に上回り、0.652 kg-CO2/kWh と非常に大き

い。しかも、この数字は、現在同じタイミング

で提出された「福島復興大型石炭ガス化複合発

電設備実証計画（広野）」環境影響評価準備書に

示された広野火力発電所 1～6 号機の排出原単

位が 0.652 kg-CO2/kWhと同レベルであり、効率

が改善されたとは言えずきわめて不十分である

と指摘せざるを得ない。あらたに本計画が稼働

すれば、年間の総排出量約 262 万 t-CO2が現状

の排出量 821万 t-CO2に追加されることになり、

さらなる排出増加につながる。また、そもそも、

この 0.652 kg-CO2/kWhという数字自体が現在稼

働している勿来発電所 10 号機の IGCC（0.735 

kg-CO2/kWh）からさらに発電効率を高めたとの

説明があるが、その根拠も不明瞭であり実態と

してその効率が出せるかも疑わしい。 

本事業の IGCC は、同じ IGCC である常磐共同

火力勿来発電所 10 号機よりもガスタービンの

燃焼温度を向上する等により、発電効率のさら

なる向上を図っています。 

これにより IGCC は、最新鋭の微粉炭火力

（0.76 kg-CO2/kWh）と比較して二酸化炭素排出

量を約 15%、勿来発電所 10 号機（ 0.735 

kg-CO2/kWh）と比較して約 10%削減することがで

きます。 

なお、二酸化炭素排出量については、「特定排

出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の

算定に関する省令」に基づき、発電端出力、年

間利用率、発電端効率等を用いて算定しました。 

34 業界の自主的枠組みとして電気事業連合会

加盟 10社、電源開発株式会社、日本原子力発電

株式会社及び新電力有志 23 社で構成される電

力業界で目標を示すとあるが、どのように取り

組むのかがいまだ明らかではなく、その根拠も

示されていない。また、現在登録されている電

力自由化が本格的にスタートしたときの小売業

者の登録数からするとカバー率は極めて少な

く、枠組みが国内の目標に適合するように機能

するとは言えない。事業者毎に排出原単位目標

をどのように達成するべきかを説明すべきであ

り、東京電力として本計画で少なくとも天然ガ

ス火力発電の排出原単位から超過する二酸化炭

素排出分にどう対応するのか明確に示すべきで

ある。 

平成 27 年 7 月 17 日に公表された「低炭素社

会の実現に向けた新たな自主的枠組み」では、

「電気事業における低炭素社会実行計画」を策

定しています。その実行計画では、平成 27年 7

月 16 日の長期エネルギー需給見通しに基づく

「2030年度に排出係数 0.37kg-CO2/kWh程度（使

用端）を目指す」ことを掲げており、電力業界

として、地球温暖化対策の実施状況を毎年フォ

ローアップし、結果を翌年度以降の取り組みに

反映することにより、目標達成の確度を高めて

いく計画です。また、これら目標達成に向け実

効性のある仕組みを充実できるよう参加事業者

の中で協議を進め、規約等を検討しているとこ

ろです。 

また、この自主的枠組みは、平成 28 年 1 月末

時点で電気事業連合会加盟 10 社、電源開発株

式会社、日本原子力発電株式会社および特定規

模電気事業者（新電力）有志 24 社で構成され、

販売電力量でのカバー率は 99%超となってお

り、今後、参加を希望する会社に対しても、開

かれた枠組みとしていることから、カバー率は

極めて高いと考えています。 

なお、東京電力は、設備構成上多くの LNG 火

力を保有しており、今後も設備更新時に高効率

化を進めることで、本計画を進めた場合におい

ても 2030年の CO2排出係数目標と整合するもの

と考えています。 
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No. 意 見 の 概 要 事 業 者 の 見 解 

35 二酸化炭素排出について、地方自治体では間

接排出量削減を問題にしています。評価するた

めには、間接排出量も示すべきではないでしょ

うか 

「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る

計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配

慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関す

る指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に

係る調査、予測及び評価を合理的に行うための

手法を選定するための指針並びに環境の保全の

ための措置に関する指針等を定める省令」（発電

所アセス省令）においては、発電所の事業特性

をふまえ、施設の稼働（排ガス）による二酸化

炭素を予測、評価することとされています。 

36 二酸化炭素排出量の計算方法が明記されて

いませんが、どのような方法なのでしょうか。

しばしば引用される電中研論文による排出原単

位は、熱効率と炭素排出係数から計算していま

すが、本来は、燃料使用量、発熱量を用いて計

算すべきです。補助燃料も計算に含めるべきで

す。 

二酸化炭素排出量については、「特定排出者の

事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に

関する省令」に基づき、発電端出力、年間利用

率、発電端効率等を用いて算定しました。 

なお、算定においては、稼働中はすべて定格

出力として算出しています。実際には起動時は

出力を徐々に上昇し定格に達するため、補助燃

料を含め実際の二酸化炭素排出量は本算出方法

と比較して少なくなります。 

37 石炭燃焼に伴い排出される長寿命温室効果

ガス、亜酸化窒素について、何も触れられてい

ませんが、無視できるほど微量なのでしょうか。

ちなみに地球温暖化係数は、二酸化炭素の 298

倍です。 

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく

計算によると、石炭燃焼に伴う単位燃料使用量

あたりの一酸化二窒素の排出量（地球温暖化係

数を考慮した二酸化炭素換算）は、単位燃料使

用量あたりの二酸化炭素排出量の約 0.2%とな

ります。 

38 二酸化炭素貯留回収技術を将来採用しなけ

れば、2050 年温室効果ガス 80%削減は不可能で

す。2021 年の運転開始ですから、通常ですと

2061 年まで稼働します。2030 年、空気吹 IGCC

技術の完成を目指した技術開発が進行中です

が、現在の技術では、CCS は発電効率の低下を

招きますから、この実証計画も極めて過渡的な

ものと言わざるを得ません。発電効率が低くて

も、この発電所を稼働させるためには、近くに

貯留できる場所がある、また、回収のための施

設を建設する広大な設置面積が必要です。火力

内に回収施設を設置できるだけの敷地はあるの

でしょうか。また、貯留場所は、水面下で適地

が検討されていますが、太平洋側は、東北大震

災で海底地形、地盤が変わっている可能性が高

いので検討は先送りにされています。現在、技

術が完成していなくても、貯留回収の準備をし

ておくべきです。そうでなければ、第二次石油

危機後の石油火カのように、稼働率を落として

運転せざるを得ません。発電単価にも影響しま

す。2050 年を見通しての見解を述べて下さい。 

二酸化炭素回収・貯留 (Carbon Dioxide 

Capture and Storage：CCS)については、「2050

年までに 80％の温室効果ガス排出削減」を目指

す国の長期目標との整合性を確保するための革

新的技術であるものの、現時点では、二酸化炭

素の分離・回収の面で発電効率の低下や広大な

設備設置面積の確保といった課題があるととも

に、貯留の面でも適地の有無、安全・安定な貯

留技術の開発、社会的受容性の確保等、様々な

課題があり、未だ開発途上の技術と認識してい

ます。したがって、現時点で分離・回収設備設

置面積や貯留地等を具体的に検討することは困

難であり、今後も引き続き、二酸化炭素分離回

収設備の技術開発状況等を踏まえて所要の検討

を行っていきます。 
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７．その他環境関係 

No. 意 見 の 概 要 事 業 者 の 見 解 

39 環境アセスメントにおいて公開されている

準備書は、縦覧期間が終了しても閲覧できるよ

うにすべきである。縦覧期間後に非開示とする

理由を企業の著作権保護のためという理由にな

らず、一般的な書物で著作権があるからといっ

て開示すらしないなどという書籍はありえな

い。 

そもそも環境アセスメントは住民とのコミ

ュニケーションツールであり、できるかぎり住

民に開かれたものであるべきである。縦覧期間

後の閲覧を可能にするほか、縦覧期間中もコピ

ーや印刷を可能にするなどの利便性を高めるよ

う求める。 

準備書の縦覧期間は平成 27年 12月 25日まで

ですが、縦覧期間終了後も意見募集期限である

平成 28 年 1 月 15 日まで東京電力のホームペー

ジにて準備書を公表しました。 

ただし、インターネット上で公表される情報

は複製や加工が容易であること、アセス図書が

事業者の著作物であることや事業者以外の者が

作成した地図、写真、図形等を多く含むこと、

加えて、競争上の観点から、当該図書の公表に

際しては、編集、印刷、ダウンロード等ができ

ないような措置としました。また、図書館に設

置することは、同様の理由により考えておりま

せん。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

40 環境影響評価準備書の縦覧は、通常、意見提

出の締め切り日まで行われていますが、分厚い

冊子であるだけに、読みこなすには相当時間が

かかります。なぜ、貸出しやコピー等の補助的

な手段を講じないのでしょうか。また、環境影

響評価書は、地域の環境保全を考える上でも貴

重なデータです。県や市町村の図書館に縦覧後

も置くことを考えてはどうでしょうか。 

41 環境影響評価の手続きでは、住民の意見は通

常、事業者の見解をつけて、審議会などに提出

されています。今回、この意見の事業者の見解

について、私が知る手段はあるのでしょうか。

また、事業者の見解について、疑問が生じた場

合、どのようにすればよいのでしょうか。 

環境の保全の見地からの意見については、国

並びに関係自治体に意見の概要及び当該意見に

ついての事業者の見解を記載した書類を送付し

ます。この書類は国並びに関係自治体の審査を

受けたうえで環境影響評価書に掲載し、縦覧し

ます。 

なお、お問い合わせ先については、評価書縦

覧場所や、当社ホームページで公表している環

境影響評価準備書のあらまし等に記載していま

すので、そちらにご連絡ください。 

42 東北大震災の当日、地震直後、常磐共同火カ

で爆発音があり大量の煙を上げたという証言が

あります。常磐共同火力の地震での耐久性を証

明したとのことですが、当日何が起こったので

しょうか。IGCCに関連しているのなら、今回の

計画にどのように反映したのでしょうか。 

東日本大震災の発生当時、常磐共同火力勿来

発電所で爆発や火災が起こった事実はありませ

ん。 

勿来発電所 10 号機は、当時定格出力で運転

中でしたが、地震と同時にタービンの保安装置

により自動停止し、その際、蒸気系の安全弁が

作動しました。 

安全弁はプラントの安全を守るためのシス

テムであり、作動時は蒸気が放出され比較的大

きな音が発生します。 

本事業においても、保安装置や安全弁等、プ

ラントの安全を守るためのシステムを設計に反

映しています。 
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［参考］ 

準備書に対して提出されたその他の意見は次のとおりである。 

No. 意 見 の 概 要 事業者の見解 

1 IGCC実証計画の設備構成をみると、ガス化設

備、ガス精製設備、空気分離設備等、発電所と

いうより、むしろ化学工業のプラントに近いも

のと受け取れます。特に、石炭ガスは、窒素、

水素、一酸化炭素、硫化水素、アンモニア等の

可燃性ガス、有毒ガスも多量に含んでいるので、

防災対策が気になります。しかし、これは、環

境影響調査では取り扱われず、具体的な内容は

一切明らかになりません。IGCC の環境影響評価

の項目は、今までの微粉炭火力発電所の環境影

響評価の項目以外に、安全対策に関するものを

付け加えるべきでないでしょうか。 

「環境影響評価法」に基づき実施する環境影

響評価は、事業の実施が環境に及ぼす影響につ

いて評価することを対象としており、防災対策、

安全対策に関するものは評価の対象となってい

ません。 

なお、安全対策として、ガスを漏えいさせな

いことを基本に、万一ガスが漏えいした場合に

も早期に発見でき、漏えいを拡大させないよう

な設備対策を実施します。 

また、発電設備は、国が定めた法令・技術基

準等に基づいて設計を実施しており、安全性に

は十分配慮した設備設計を進めています。 

2 IGCC は旧石炭火力発電に比べてシステムが

複雑で高温・高庄系の設備である。これまでと

は異なる安全対策として多重防護が求められる

が、そのような記載は見えない。例えば猛毒 CO

ガスタンクを外部衝撃から守るためにコンクリ

ート建屋で囲わなくてよいのか。 

3 IGCC は微粉炭火力とは多くの点で異なる設

備であり、その上、実証計画ですから、トラブ

ルが生じることも予想されます。トラブルが生

じたときは、事業者自らがすぐに公表し、地元

議会で報告、住民への説明会を開催すべきです。 

事故等のトラブル発生時には、「電気事業法」

及びその他関係法令に基づき関係機関に適切に

報告します。 

4 噴流床石炭ガス化発電プラント実証プロジェ

クトでは、事前検証試験（1999 年～2000年）で、

設計研究として、機器故障時の安全性確認、ガ

ス漏えいに対する安全性確認（漏えいガスの拡

散シミュレーションを実施し、万一、ガスが漏

えいした場合にも、IGCC プラント周辺の人身の

安全が確保されることを確認）を行ってますが、

空気吹石炭ガス化複合発電計画の場合、このよ

うな研究をすでに終えているのでしょうか。 

本計画では、常磐共同火力勿来発電所 10 号

機での検証結果をもとに設計しており、安全性

は十分確保されています。 

なお、設備設計にあたっては、発電用火力設

備の技術基準に準拠し、ガスが漏えいしない設

計を行い、万が一ガスが漏えいした場合にも早

期に漏えいが発見できるよう検知器を設置する

とともに、必要に応じプラントを停止する保安

装置を設け、ガスの漏えい拡大を防止するよう

設備対策を行います。 

5 「発電所火力設備に関する技術基準を定める

省令」第 55 条にある＜離隔距離＞（可燃性ガス

が漏洩し、空気と混合して爆発したとき、爆風

圧が人体に影響を与えない距離）は何メートル

なのでしょうか 

「発電所火力設備に関する技術基準を定め

る省令」第 55条に定める離隔距離とは、ガス化

炉設備等からの漏えいまたは火災等による危害

を防止し、公共の安全を確保することを目的に

定められています。 

本事業における離隔距離は、ガス化炉設備で

は、敷地境界までは 60m、住居等保安物件まで

は 120mとなっており、これを満足する配置計画

としています。 

6 境界線上にガス検知器が設置されるのでしょ

うか。また、石炭ガスの成分である水素、一酸

化炭素、硫化水素、アンモニア、それぞれ、ど

の程度の濃度で警報を出すのでしょうか。また、

住民には、どのような場合、知らせるのでしょ

うか。防災対策を示してください。 

ガス検知器の検出濃度は、常磐共同火力勿来

発電所 10 号機と同等とする計画です。万一ガス

が漏洩した場合は早期に発見できる場所に適切

に検知器を設置します。 

ガス漏洩時の連絡体制等につきましては、今

後関係箇所と調整して参ります。 
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No. 意 見 の 概 要 事業者の見解 

7 環境影響評価では、地震対策がどのように行

われているか、明らかにされていません。どの

程度の震度に耐えられるように、設計してある

のでしょうか（ガル（cm/s2）で示してください）。

地震のとき、石炭ガスが漏れ出さないようにど

のような対策を講じられているのでしょうか。 

「環境影響評価法」に基づき実施する環境影

響評価は、事業の実施が環境に及ぼす影響につ

いて評価することを対象としており、地震対策

に関するものは評価の対象となっていません。 

なお、地震対策については、「建築基準法」

等に基づいた耐震設計を実施しています。 

 

 


